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令和８年度「みやざきＮＰＯ・協働支援センター事業」 

業務委託仕様書 

 

１ みやざきＮＰＯ・協働支援センターの運営に関する基本的な考え方 

 （１）業務の目的 

    多様化、複合化する地域課題に対処し、活力ある地域経営を維持し、持続可能な地

域社会を実現していくためには、ＮＰＯ、企業、公益的法人など多様な主体が、様々

な地域課題を我が事、我がまちの課題として捉え、主体的に地域経営に参画し、協働

で課題に取り組んでいくことが重要である。 

    そのため、宮崎県では、みやざきＮＰＯ・協働支援センターを設置し、公益活動に

主体的に参画する人材や団体を創出・育成し、協働による地域づくりの推進を支援す

るみやざきＮＰＯ・協働支援センター事業を実施する。 

本仕様書におけるＮＰＯとは、Non Profit Organizationの略語で、一定の公益的

な目的を達成するため、社会貢献活動を行う団体を総称したものを指します。 

 

 （２）運営の基本方針 

 みやざきＮＰＯ・協働支援センターの運営に当たっては、業務目的の達成に向け、

次に掲げる事項を基本方針とする。 

ア 県内各地域に出向き、公益活動団体の育成や新規の活動団体の創出、優良な協働の

事例の展開など公益活動支援を行い、公益活動団体の協働の機会を創出するよう努め

ること。 

イ 特に市民活動センター等中間支援組織がない市（都城市、串間市、西都市をいう。

以下同じ。）においては、中間支援を担える団体の育成を積極的に行うとともに、当

該組織がある市においても後方支援を行うこと。 

ウ 団体運営に係る課題やニーズを把握し対応するとともに、必要に応じてスキルを持

った者を派遣するなど効果的な支援となるよう努めること。 

    エ 県民に対し公益活動の周知や積極的な情報発信に努めること。 

    オ 団体設立や時代に即した運営の支援（特定非営利活動法人や公益法人についての

法人化の方法、新たな資金調達、ＩＣＴを活用した広報活動など） 

     

２ 業務の名称 

    「みやざきＮＰＯ・協働支援センター事業」業務委託 

 

３ 委託期間 

    令和８年４月１日（水）から令和９年３月３１日（水）まで 

 

４ みやざきＮＰＯ・協働支援センターの概要 

 （１）所在地 

      受託する事業者により手配するものとし、所在地には面談できる相談場所を設置

するものとする。 
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 （２）業務日 

    平日のほか、公益活動を行う団体が週末のみ活動を行う団体もあることから、土日

のいずれかにおいて相談対応できる体制を整えることが望ましい。 

 （３）体制 

    電話・面談による相談対応、県内各地域で研修・相談会などの実施、ホームペー

ジやＳＮＳを利用した広報などを対応できる体制を整えること。 

 

５ 事業内容 

みやざきＮＰＯ・協働支援センターの運営全般を委託し、多様な主体が行う協働、地域

づくり、ＮＰＯ活動などの公益活動を推進するため、次に掲げる事業を原則として行う。 

  （１）地域協働推進事業 

協働の相談・マッチング、情報提供、関係団体との連携・協力のほか、出張相談会

や出張研修会、優良な協働事例の発表会及び地域で活動をする団体・個人間の交流会

といったアウトリーチ事業を行うため次の内容を実施するものとする。 

①  公益活動への支援 

   多様な主体が行う公益活動に対して、相談への助言、関係団体等の紹介、活動

への協力などの支援を行う。特に、市民活動センター等中間支援組織がない市に

おいて、出張相談会の開催による活動支援やマッチング等、県域全体に波及する

支援を積極的に行うこと。 

② 情報提供 

ホームページやＳＮＳ等を活用した多様な主体が行う公益活動の取組事例の紹

介や地域づくりの担い手がつながるための情報発信・公益活動の活性化に資する

情報提供等の実施すること。チラシを作成し、みやざきＮＰＯ・協働支援センタ

ーの周知を行うこと。 

③ 関係団体との連携・協力 

県内の市民活動支援センター等の中間支援組織や、地域づくり団体、公益活動

を行う団体が地域で開催する研修会等に講師紹介や派遣を行うなどの連携強化・

協力体制の構築 

④  研修の開催 

 公益活動への県民の理解促進、機運の醸成や興味関心の深化、活動の推進を図

るため、ＮＰＯ活動が継続して行われるための研修会や協働の実践のための研修

会を２回以上開催する。なお、研修の開催箇所は、県北、西都・児湯地域、県

央、県西、県南のいずれかの地域（以下「各地域」という。）で開催し、他の事

業の実施場所も考慮し、バランス良く開催すること。地域割は別表のとおり。 

   具体的な研修内容の例は次のとおり。 

【ＮＰＯ活動が継続して行われるための研修の例】 

 ・ＮＰＯ活動の後継者を確保するための手法 

 ・地域を巻き込むことで継続した活動を行っている事例の紹介 

・ＮＰＯ活動の参加者を増やす手法 など 

【協働の実践のための研修会】 

 ・協働事例の実践者による具体的な事例紹介 
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 ・協働の手法の説明 など 

⑤  地域に根ざした協働事例の展開 

身近にある協働の取組を連鎖させて新規の活動団体を創出することを目的に、

優良な協働事例を発掘し、協働事例が行われている地域で市民活動を実施してい

る個人や団体を巻き込んだ事例発表会及び交流会を実施すること。事例発表会

は、協働事例が行われている地域で実施し、近隣地域も巻き込むこと。協働事例

の展開を行っていることを県全体に周知するため、近隣地域外の各中間支援セン

ターや市町村の市民活動担当部署にもオンライン参加ができる環境を整えること

が望ましい。実施回数は２回で、各地域で開催し、開催箇所は他の事業の実施場

所も考慮し、バランス良く開催すること。 

 

（２）ＮＰＯ活動地域支援事業 

    ＮＰＯ活動に対する法人設立、運営、人材育成に関する相談対応や各地域での出

張相談会、ＮＰＯ専門人材の紹介・派遣、各市の市民活動センターなどの活動場所

で実施する中間支援センター連絡会議、被災者支援に向けた防災会議への協力、企

画力等を向上させる出張研修といったアウトリーチ事業を行うため、次の内容を実

施すること。 

①  相談対応及びサポート等の活動支援 

      ＮＰＯの設立や運営、法人化等に関する相談への助言、支援を行うとともに、

出張研修会等の前後において出張相談会を実施するなど、地域に根ざしたサポー

トを行うこと。開催箇所は、各地域で開催し、他の事業の実施場所も考慮し、バ

ランス良く開催すること。特に、市民活動センター等中間支援組織がない市にお

いて積極的に開催すること。 

      専門的な相談に対応するためのアドバイザー等の紹介や派遣を行うこと。アド

バイザー等の派遣利用する団体等に偏りが生じないよう留意すること。 

      補助金等の情報発信など活動基盤を強化するためのサポートを行うとともに、

チラシを作成し、みやざきＮＰＯ・協働支援センターの周知を行うこと。 

    ② 中間支援組織間のネットワーク強化 

       県内の中間支援組織のネットワーク及び機能強化を図るため、各中間支援組織

の活動地域で意見交換会を実施すること。 

    ③ 研修の開催（３回以上） 

      ＮＰＯの実態を踏まえ、次のような研修を実施すること。 

     ・ＮＰＯ会計基準に関する研修 

     ・補助金・助成金の申請方法等の資金獲得に関する研修 

     ・寄付の集め方に関する研修 

     ・ＮＰＯ活動を推進する者に向けたスキルアップ研修 

     ・コンプライアンスなど団体組織の運営の適正化に向けた研修 

④ ＮＰＯ活動地域支援事業の実施内容検証 

      上記①～③について、より良い事業構築を目指して、学識経験者や活発な活

動を行っているＮＰＯ団体から意見を聴取し、事業内容の検証を行うこと。 
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６ 成果品について 

 （１）成果品 

    業務の成果に関する報告書については、業務実施内容が分かる業務成果報告書と

収支精算書を提出すること。 

    業務成果報告書は、「５ 事業内容 （１）地域協働推進事業」及び「５ 事業内

容 （２）ＮＰＯ活動地域支援事業」毎に作成すること。 

収支精算書についても、別紙１の実績額内訳書を「５ 事業内容 （１）地域協働

推進事業」及び「５ 事業内容 （２）ＮＰＯ活動地域支援事業」毎に作成するとと

もに、両事業をあわせた実績額内訳書（各事業計）を作成すること。 

 （２）納入場所 

    宮崎県 総合政策部 生活・協働・男女参画課 協働推進担当 

 （３）毎月の報告 

    定例的な確認を行うため、相談内容、相談件数等については毎月集計データを報

告するものとする。 

相談件数については、アウトリーチ事業（出張相談会や出張研修会、地域に根ざ 

した協働事例の展開）の件数、同事業により生じた相談件数についてもデータとして

まとめ、毎月報告するものとする。 

 

７ その他 

 （１）禁止事項等 

業務の実施に当たり第三者から相談料、交通費、謝金等一切の金銭を授受してはな

らない。ただし、受託者から必要な事情を明らかにした書面を委託者にあらかじめ提

出し、委託者から承認を得たときは、この限りではない。 

 （２）備品等 

  ア 委託料（うち一般管理費を除く。）により購入した備品、電子機器等については宮

崎県の所有に属する。 

  イ アの備品、電子機器等及び別紙２の備品・物品については、委託期間中、委託業

務を行うために使用することができる。 

  ウ 別紙２の備品・物品については、契約が終了時に委託者の指示に従い、受託者の

負担により返却等を行うものとする。ただし、引き続き受託した場合は、別途協議

を行う。 

  エ 備品等が損傷したときは、直ちに委託者にその旨を報告し、委託者の指示を受け

なければならない。 

 （３）緊急時の対応等 

    事故や災害等（以下「事故等」という。）の緊急事態が発生した場合には、速やか

に適切な応急措置を講じるとともに、委託者に状況を報告しなければならない。 

 （４）区分会計の独立と管理口座 

業務委託に係る会計について、業務受託者は、自身の法人、自主事業等の他の会 

計と区分独立した経理帳簿類を備えるとともに、独立した預金口座により管理しな

ければならない。 
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 （５）業務委託の注意事項 

ア 業務受託者は、委託契約に基づき業務を実施し、業務の内容等について、委託者と

十分打合せを行いながら、業務の目的の達成に努めること。 

(ア)毎月１回程度委託者と受託者との定例会を実施する。 

(イ)定例会は、受託者が作成した年間事業計画書及び月例報告書を基に、前月の業務 

実施状況及び今後のスケジュール等について委託者に説明した上で、翌月以降の業務

の進行等について協議を行う。 

イ 令和８年度当初から円滑な業務遂行が可能となるよう、令和８年度の業務の受託者 

は令和７年度の業務受託者から令和７年度の業務委託の成果等について十分な事務引

継等を行うこと。 

ウ 業務受託者は、次年度の業務受託者に資料提供も含めて事務引継等に協力すること。 

エ 契約に先立ち委託者に提出する見積書については、企画提案の際に提出した収支計

画書を基に受託候補者と委託者が協議した上で作成するものとする。また、収支計画 

書の各費目間の変更については、最も大きな費目の金額の15％を上限とした変更をあ

らかじめ認めることとし、これを超える場合は、委託者に協議するものとする。  

  オ 業務委託の財源には国庫補助金が含まれていることから、ＮＰＯ活動地域支援事業

の対象経費については、以下の点に留意すること。 

  (ア)備品の購入は単価30万円以内とする。 

  (イ)システムの開発経費や保守・運用経費等については、対象外とする。 

  (ウ)職員の研修や視察に関する旅費の経費については、対象外とする。 

  (エ)所在地に係る光熱水費の経費については、対象外とする。 

  カ ＮＰＯ活動地域支援事業で購入した備品は、事業完了後においても善良な管理者

の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。 

  キ 収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を

整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を業務委託事業の完了の日の属する年度の終

了後５年間保管すること。 

 

 （１０）法令遵守等 

    業務を実施するにあたっては、各種関係法令を遵守しなければならない。 

 

 （１１）協議 

本仕様書に定めがない事項であっても、目的を達成するために必要となる業務や、 

付随して必要と認められる業務については、委託者と協議のうえ、契約の範囲内で実

施するものとする。 
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別表 

 

地域 市町村名 

 東臼杵・西臼杵  延岡市、日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、 

高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 

 児湯  西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町 

 中部  宮崎市、国富町、綾町 

 西諸県  小林市、えびの市、高原町 

 北諸県・南那珂  都城市、三股町、日南市、串間市 

 

 


